
オリエンテーション

基礎・実践研修Ⅰ（１）
本科目のねらい

こども施策の基本理念や障害児支援の基本理
念等を核とした障害児支援における研修の目的や
意義を知る。

また、障害児支援基礎・実践研修Ⅰの目的や本
研修を受講することで目指すべき人材像等について
理解するとともに、研修で学んだことを実践につなげ
るための効果的活用について知る。

学びのポイント

障害児支援における研修体系創設の意義

自己研鑽の積み重ねの重要性

障害児支援基礎・実践研修Ⅰの目的と目指す
人材像

次目

03

02

01 障害児支援における研修体系創設の意義

本研修で目指す人材像

研修内容の概要（全科目名とねらい）

04 研修での学びを実践につなげるために
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障害児支援における
研修体系創設の意義

01
6

"障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書"令和７年８月29日

研修体系創設の経緯

障害児支援における研修体系の構築に向けた具体的な検討を行うため、有識者、
障害児支援事業者団体、こども・若者当事者、子育て当事者、自治体職員で構成
する「障害児支援における人材育成に関する検討会」及び「研修カリキュラム等の
検討に関する実務者作業チーム」を設置し議論を重ねる。

令和５年12月22日閣議決定「こども未来戦略」

→”全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の
構築など支援人材の育成を進める“

平成24年「児童福祉法改正」

→” 障害のあるこどもが身近な地域で適切な支援を受けられるよう、従来の障害
種別に分かれていた施設体系が一元化され、主に障害児通所支援については、
事業所数、利用者数が飛躍的に増加し、都市部を中心に身近な地域で障害児支
援を受けられる環境が大きく改善“

7

全国共通の枠組みによる土台作り

✓ 共通の理念や価値、知識と技術を学び合い、質の高い支援を全国どの地
域でも提供することを実現するための土台を築く。

✓ 支援者自身の成長やキャリア形成。

✓ 地域の支援者同士が互いに学び合い、事業所の垣根を超えて、協働関係
の地域づくりを進め、包括的な支援体制の充実を図っていく。

✓ 学びや実践が、各地域において体系的に積み重ねられ、こどもや家族を
まんなかに、安心して支援が受けられる環境づくり。

✓ 本研修を他のこども施策でも活用すること等により、インクルージョン推
進が促進され、共生社会の実現に向けた土台となる。

質の高い支援を
全国どの地域でも提供

支援者自身の成長や
キャリア形成の促進

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書概要版」を参考に作成

障害児支援における研修体系創設の意義

土台：全国共通の枠組みによる研修体系

8

質の高い支援の提供に向けた視点

障害あるなしにかかわらずこどものニーズは同じ。

それを満たすことは大人・社会の役割です。

こどもまんなか

全てのこどもが、存在そのものに尊厳と固有の価値をもつ、かけがえのない存在
として尊重され、その権利が守られる「こどもまんなか」の支援を提供していくこ
とが必要です。

まず「一人のこども」であること

 特別なニーズがあるから支援するのではなく、人として当たり前に必要な基本的
なニーズとして支援をするという視点が重要です。

特性の理解と権利

こどもの特性等を理解せず支援を行うことは、こどもの権利が十分に守られてい
ない状況につながるものであり、個々のこどもの特性等に応じた権利を考えてい
くことも重要です。
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障害のあるこどもとその家族とともに歩むための支援者の基本姿勢

尊重し合いながら、
ともに生きる

想いに寄り添い、
ともに支え合う

支援を
 ともにつくる

安心できる場を
 ともに育てる

ともに学び合い、
 ともに育ち合う

全国共通の枠組みとして研修を進めていくに当たり、事業所や地域を問わず、
障害のあるこどもとその家族に関わる支援者の共通の考え方となる

支援者として大切にすべき５つの基本姿勢

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.3-4を参考に作成

10

尊重し合いながら、ともに生きる

✓ 障害の有無に関わらず、こどもを大切な存在として尊重し、一人
ひとりの尊厳を大切にする。

✓ 障害を社会がつくる障壁と捉えるとともに、ともに生きる関係
を築いていく。

✓ 支援者自身もともに生きる一人として自分を大切にしながら、こ
どもや家族が肯定的に受け止められていると感じるように関
わっていく。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.3

11

想いに寄り添い、ともに支え合う

✓ こどもや家族の行動や言葉の奥にある想いや状況に丁寧に寄り
添い、理解を深め合う。

✓ こどもに寄り添い、気持ちや願いに共感と理解をもって、支え、
認め、励まし、ともに歩んでいく。

✓ ひとりのこどもとして尊重し、そのこどもの特性の理解や成長の
過程を温かく見守りながら、背景や想いに寄り添い、安心・安全
な環境のもとで、家族とともに考え、ともに悩み、ともに支える
とともに、学び続ける姿勢を大切にする。

✓ こどもや家族が内在的に持つ力を発揮できるような関わりを大
切にしながら、ともに歩んでいく。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.3

12

支援をともにつくる

✓ みんなに同じ支援ではなく、そのこどもに合った支援を、こども
や家族と一緒につくっていく。

✓ こどもが自ら選ぶことを大切にし、気持ちや意思を丁寧に汲み
取る工夫や配慮を重ねながら、そのこどもらしく育っていけるよ
う、肯定的なまなざしで関わっていく。

✓ 家族の思いや不安にも寄り添い、安心して子育てができるよう、
関係者や関係機関がともに手をつなぎ信頼関係を育んでいく。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.4



13

安心できる場をともに育てる

✓ こどもが安心して過ごせる場や地域を、家族や地域と協力しな
がらともに育んでいく。

✓ 家族と地域、支援者、多職種のつながりを活かし、ともに支え合
える場を育んでいく。

✓ チームで取り組む姿勢を持ち、地域や社会とともに、こどもや家
族が安心して暮らし・育つ地域を目指す。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.4

14

ともに学び合い、ともに育ち合う

✓ 支援者自身の関わり方や考え方を振り返りながら、こどもや家
族とともにより良い形を模索する。

✓ こどもの命と安全を守る責任を自覚し、ともに日々の実践を見
つめ続ける。

✓ こどもの権利と最善の利益を中心に置き、支援力を高めながら
学び続ける。

✓ 乳幼児期から成人期まで、ライフステージに応じて必要な支援を
継続的につなげていくことを見据え、ともに歩む。

✓ 福祉制度への理解と法令の遵守を土台としながら、支援の中で
知り得た情報を守り、信頼のもとに支援を進めていく。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.4

15

本研修で目指す
人材像

02
16

基礎・実践研修Ⅰ

研修受講者の対象者像

主な対象者

新任者
障害児支援に従事しはじめた方

受講することにより
期待される人材像

障害児支援に従事しはじめるということは、専門家として学んでいくことです。ここ
からの科目でひとつづつ学んでいきましょう。
支援や業務に悩んだ時にはこの研修で学んだことに立ち返ると、道が開けるかと思
います。

障害児支援の意義や対人支援にお

ける基本となる倫理的姿勢を理解

し、こどもを主体とした支援を行う

姿勢をもつことができる。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」P.12
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研修内容の概要
（全科目名とねらい）

03
18

科目名 ねらい

①
オリエンテーション

(本科目)

こども施策の基本理念や障害児支援の基本理念等を核

とした障害児支援における研修の目的や意義を知る。

また、障害児支援基礎・実践研修Ⅰの目的や本研修を受

講することで目指すべき人材像等について理解すると

ともに、研修で学んだことを実践につなげるための効

果的活用について知る。

②
歴史的変遷から学ぶ
障害児支援の意義

障害のあるこどもや障害者を取り巻く歴史・背景、また、

障害の捉え方、支援の考え方の変化やインクルージョン

の推進など、障害児支援等の歴史的変遷から、障害児

支援の意義を理解する。

「基礎・実践研修Ⅰ」は、本科目を含め７科目からなります。

19

科目名 ねらい

③
こども・障害のある

こどもの権利

こどもの権利に対する意識を高め、倫理的な判断に基

づく支援を提供するため、こどもの権利や障害者の権

利について基本的な概念を学び、障害のあるこどもの

権利や権利擁護のために求められる姿勢・合理的配慮

等について理解する。

④
障害児支援に従事する

支援者としての
基本姿勢・倫理

こども施策及び障害児支援の基本理念に基づき、こど

もを権利の主体として、こどもの最善の利益が優先考

慮されるよう支援提供を行うことの重要性を理解する。

また、こどもや家族に対して尊重と共感、肯定的な姿

勢・態度で支援するとともに、こどもの行動だけを捉え

ず、その背景にあるものを捉える視点をもち、支援する

ことの重要性を理解する。

20

科目名 ねらい

⑤
障害児支援に従事する

支援者としての
安全管理・安全確保

障害児支援に従事する支援者として、日々のこどもの

健康管理も含め、こどもの安全を守るため、支援の中で

留意すべき事項・観点を学び、安全管理・安全確保の重

要性を理解する。

⑥
障害児支援における

虐待防止と基本的理解

障害のあるこどもの権利擁護のため、虐待によりこども

の人権を侵害することがないよう、虐待防止に関する

基本的な対応等について理解するとともに、自らの支

援が、意図せず虐待等につながることがあることを理

解する。

⑦
支援提供の
基本的理解

個別支援計画に基づく支援提供の重要性について学び、

支援提供の基本を理解するとともに、自事業所の取組

状況を知る。
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研修での学びを
実践につなげるために

04
22

22

実践と学習のサイクル

出典：「障害児支援基礎・実践研修 研修ガイドブック」P.13

日頃、実践現場で経験していることを、改めて研修で考え、積極的に言葉（言語
化）にし、研修後の振り返りで先輩や上司と共有していきましょう。
それらを今後の実践に活かしていきましょう！

常に「振り返る」ことが大切です！

23

受講期間 各科目は、入職（障害児支援にはじめて従事する者）から
最長半年程度までに受講することを基本としています。

学びの定着や実践のために

・短時間の講義動画を視聴することのみで、実践力の向上につなげていくことは
困難です。

・そのため、講義に加えて、講義の前後に「支援者自身の振り返り」、「上司や先輩
職員との対話」、「事業所内の他の職員との学び合い」等の取組を行うことを基
本としています。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書」

★ワークシート（事前）の記入

日々の実践等を振り返る 講義の受講

日々の支援を思い出し
ながら受講しよう！

上司・先輩・同僚と
振り返りシートを基に対話

日々の実践で
やってみる

学んだこと、気付いたこと
をやってみよう！

★ワークシート（事後）の記入

このプロセスの繰り返し
どのフェーズにおいても、集団で取り組むことが可能です！

出典：「障害児支援基礎・実践研修 研修ガイドブック」

24

自己研鑽の積み重ねと地域の輪

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会」報告書

本研修は土台に過ぎません。
こどもたちや家族との日々の関わ
りの中で、何が必要なのかを常に
考え、自己研鑽を積み重ねていく
ことが重要です。

本研修をきっかけに、事業所内、
さらには地域全体での学び合いが、
障害児支援の質を向上に
つながっていきます。
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まとめ

26

これから基礎・実践Ⅰでは、支援の基本となる内容を凝縮して学んでいきます。都度

こどもとの関わり方を振り返りながら確認していきましょう。

悩んだ際や嬉しいことがあった際、こどもに変化があった際には、

ひとりで抱え込まずに、上司や同僚と話しながら支援を進めて行きましょう。

皆さんとともに、
「こどもまんなか」の未来をつくる

あなたが元気で楽しくいることが、

こどもたちにとって一番素敵なことです。

おつかれさまでした



歴史的変遷から学ぶ
障害児支援の意義

基礎・実践研修Ⅰ（２）
2

学びの履歴セット

開始前に記入しましょう！ 講義中に記入しましょう！

3

本科目のねらい

障害のあるこどもや障害者を取り巻く歴史・
背景、また、障害の捉え方、支援の考え方の
変化やインクルージョンの推進など、障害児支
援等の歴史的変遷から、障害児支援の意義
を理解する。

学びのポイント

歴史の流れを踏まえた、現在の施策や考え方の理解

歴史の流れを踏まえた、障害児支援の意義



次目

01
障害のあるこどもや障害者を取り巻く
歴史的背景

02
障害の捉え方の変化
（医学モデルから社会モデル、人権モデルへ）

03
支援の考え方の変化
（保護・隔離からインクルージョンへ）

6

障害のあるこどもとその家族とともに歩むために

① 尊重し合いながら、ともに生きる。
② 想いに寄り添い、ともに支え合う。

ともに生き、支え合う

※出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書（令和6年8月29日）」P.2を参考に作成

③ 支援をともにつくる。
④ 安心できる場をともに育てる。

ともにつくり、育てる

⑤ ともに学び合い、ともに育ち合う。

ともに学び、育ち合う

7

01

障害のあるこどもや
障害者を取り巻く
歴史的背景

8

命の選別を繰り返さないという誓い

アウシュビッツなどの隔離政策への深い反省から、
戦後の人間観が構築されていった。

隔離政策への深い反省

過去に障害のある人が受けていた、
隔離や迫害、命を奪われる歴史があったことを知っていますか？

戦時中、アウシュビッツ強制収容所での虐殺やその前段となっていた
優生思想の中で、多くの障害がある人も命を奪われてきました。

※参考：第111 回日本精神神経学会学術総会「ナチ時代の患者と障害者たち」P.7をもとに作成
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【前文】（一部抜粋）

われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人
類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的
人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権
とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他
の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持するこ
とができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会
的進歩と生活水準の向上とを促進すること。

国連憲章

10

日本の動向

1946年の日本国憲法制定により、全ての国民において基本的人
権は享有され、尊重されることが示された。

日本国憲法（1946年）

【第十一条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利
として、現在及び将来の国民に与へられる。

【第十三条】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。

【第十四条】
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

11

日本における隔離の歴史～ハンセン病の例～

※出典：厚生労働省「ハンセン病の向こう側」P.2

12

福祉は「こども」から始まった

憲法の翌年、1947年に児童福祉法が制定された。
すべての18歳未満のこどもが対象となった。

児童福祉法の誕生（1947年）

同法にて精神薄弱児施設も規定され、養護施設、療育施設などの整
備が進み、障害のあるこどもたちを守るための支援の現場が作られ
始めた。

障害福祉の先駆け

【第一条】
全て児童は、（中略）適切に養育されること、その生活を保障されること、
愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその
自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
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福祉施策の体系化と拡充

年次 制定法律・出来事

1948年
～1996年

（旧）優生保護法

✓ 特定の障害や疾病のある、こどもを含めた方々を差別し、生殖を不能にする
手術を強制してきた。2024年に憲法違反との判決がなされた。

1949年

身体障害者福祉法

✓ 身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を
援助し、必要に応じて保護し、福祉の増進を図る。

1960年

精神薄弱者福祉法（のちの知的障害者福祉法）

✓ それまでは生活保護などの一般的な救済しかなかった分野に対し、対象者別
の専門的な援助・保護の体制を確立しようとした。

養護施設、療育施設などのハード面の整備が急速に進み、専門的な支援の枠
組みが構築された。

14

障害の種類に対応した施策の展開と、入所型の施設を多く
建設していく「施設の措置推進政策」が進んだ時期。

個人の尊厳とふさわしい処遇を保障される権利を明示1

心身障害者対策基本法（1970年）

個人の尊厳と保護の時代

重度障害者の終生にわたる保護を明示2

「普通の学級の中に、強度の弱視や難聴や、さらに精神薄弱や肢体不自由
の児童・生徒が交じり合って編入されているとしたら、学級内で大多数を
占める心身に異常のない児童・生徒の教育そのものが、大きな障害を受
けずにはいられません。」と示されている。

文部省「わが国の特殊教育」（1961年）

※出典：文部科学省「第4 日本の障害者施策の経緯」を参考に作成

15

すべてのこどもに教育の機会を

1975年、国連で障害者の権利宣言が採択。
差別と不平等の是正が世界規模で叫ばれた。

障害者の権利宣言（1975年）

1979年、養護学校義務化により全員就学が実現。すべてのこども
に教育の機会が保障されました。

養護学校の義務化（1979年）

16

1981年の国際障害者年を契機に、施設中心から地域生活への移
行という考え方が広まった。→障害者の“完全参加と平等”

ノーマライゼーション思想の普及1

障害者基本法への改正（1993年）

「完全参加と平等」への大転換

自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加
を促進2

✓ 障害の有無にかかわらず、誰もが普段の生活の中で、一般市民と
同等に生活し、活動する権利が保障される社会こそが「正常
（ノーマル）」である。
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障害者プラン（生活の質を向上させる7つの目標）

①地域で共に生き、②自立を支援し、③物理的バリアを排除する。

地域生活と社会的自立

④QOL（生活の質）を高め、⑤安全な暮らしを確保する。

バリアフリーとQOL

⑥心のバリアフリーを推進し、⑦国際的な連帯を深める。

心の壁と国際連携

※出典：「I.－２．障害者プランの策定」内閣府 を参考に作成
https://www8.cao.go.jp/shougai/asianpacific/ootsureport/1-2.html

18

地域で選択できる時代へ

それまでの行政がサービスの利用先や内容などを決めて
いた「措置制度」から、サービスを利用者自らが選択し、
事業者との契約に基づき利用する利用者本位のサービスを
めざす「支援費制度」が施行された。ホームヘルプなどの「居
宅支援」サービスの充実も図られた。

社会福祉基礎構造改革（2003年）

障害種別（身体・知的・精神）を問わないサービスの
一元化や実施主体の市町村への一元化、施設・事業体
系の再編、利用者負担の見直しが図られた。

障害者自立支援法（2006年）

19

当事者主権と制度の抜本的改革

2006年の権利条約は、障害者を保護の対象ではなく「権利主体」
と位置づけた。

障害者の権利条約（2006年）

「我々のことを、我々抜きで勝手に決めるな」という当事者主体の
精神が示された。

「Nothing About Us Without Us」

20

安心して暮らせる地域社会へ

【第一条】（一部抜粋）
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ
さわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障
害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総
合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るととも
に、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安
心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的
とする。

障害者総合支援法（2013年）



21

こどもの権利

こどもを権利の主体として位置づけ、その「最善の利益」を優先する法律

こども基本法・こども大綱

✓ 自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置
かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたっ
て幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す。

2012年の改正などを経て、地域での育ち合いが明確化され、制度
の基盤となった。

児童福祉法改正（2012年）

22

医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防
止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会
の実現に寄与することを目的とする。

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

23

差別されてきた歴史

旧優生保護法やハンセン病による隔離など、近年まで様々な差別が
あった。同時に、家族も差別の対象となり、責任を背負わされること
もあった。
身近な事例もいまだに存在している。

差別は存在している

○ 身体障害者手帳の申請に行った窓口で、手帳を使う目的や理由を聞か
れ、「税金対策に使うのか」と言われた。

○ 「卒園式には来ないで下さい」と言われた。

○ 家族に対して、「良き親であれ」という社会からの暗黙の圧力がある。

○ 家族愛や献身という聞こえのいい言葉で負担を強いられている。

障害の有無にかかわらず、誰もが共に生きる社会へ

※出典：合理的配慮等具体例データ集 障害者差別に当たると思われる事例 「別紙1応募のあった事例の概要について」 P.3

※出典：合理的配慮等具体例データ集 障害者差別に当たると思われる事例 「別紙1応募のあった事例の概要について」 P.3

24

02

障害の捉え方の変化
（医学モデルから社会モデル、人権モデルへ）
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25

障害の捉え方の変化

かつては「機能障害→能力障害→社会的不利益」というマイナス面
のみに注目していた。

ICIDH

ICFは、健康状態、心身機能、活動、参加、そして環境や個人要因を
プラスの側面も含めて捉える。

「できないこと」から「生きること」へ

✓ ICDH：国際障害分類

✓ ICF：国際生活機能分類

26

背景因子

生活機能

促進因子（生活機能に＋の影響） 阻害因子（生活機能にーの影響） 促進因子（生活機能に＋の影響） 阻害因子（生活機能にーの影響）

心身機能 活動 参加

健康状態

環境因子 個人因子

ICFの考え方

ポジティブな側面に着目し、本人や環境因子の強みも考えてみましょう！

※出典：「社会福祉学習双書2025④障害者福祉」全国社会福祉協議会 第1部第1章第2節を参考に作成

27

ICFの派生分類として、2007年にこどもに特化した「ICF-CY」が示された。

ICF-CYの4つの改訂・拡張点

小児・青年期の生活機能の特性

こどもの生活
場面に合わせ
た記述内容の
修正と拡張

遊びや学習な
どの項目を
追加

年齢による変
化を考慮した
基準の修正

成長過程を正し
く捉えるために、
発達的側面での
評価を含むため
に評価点を拡張

28

医学モデル（欠損と治療に焦点を当てる）

障害を個人の身体
的な欠損と考え、弱
さや問題に焦点を
当てている。

治療やリハビリに
よって直すことを目
指している。

支援の焦点は、あく
まで「個人の問題」
に置かれる。

※出典：「こども家庭ソーシャルワーカー（仮）の施行に向けた具体的運用に関する調査研究 別冊第2巻」P.206を参考に作成

認識論としての医学モデルと、
実践行為としての医療やリハビリテーションは区別して捉える。
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29

生活モデル
30

30

社会モデル

障害は本人の問題ではなく、世の中のルールや設
備の側にあると考える。

社会の側の障壁（バリア）

合理的配慮によって「社会の障壁を取り除く」ことが、
支援の大きな目的になる。

合理的配慮の必要性

段差を取り除き、理解を広めることが大切となる。

支援の焦点：社会

31

全ての人権及び基本的自由が普遍的であり、
不可分なものであるという考え方。

障害者が全ての人権及び基本的自由を差別なしに完全に
享有することを保障する1

障害者の権利条約（一部要約）

尊厳を完全に享有するために～いわゆる人権モデル～

一人の「権利の主体」として、最大限に尊重する2

障害があってもなくても、その人のままで成長し生きていけるように！

32

視点を拡張し、最適に組み合わせる

新しい考え方が古いモデルを否定するわけではない。
生活、社会、人権の視点をバランスよく持ち、包括的に考えることが
大切。

過去のモデルを否定しない

人権を根幹に置きつつ、状況に合わせてこれらの視点を組み合わせ
て支援を構築します。

人権を中心に据える
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03

支援の考え方の変化
（保護・隔離からインクルージョンへ）

34

「当たり前」の場所で生きる幸せ

かつては特別な場所で守ることが「幸せ」と考えられ、地域との交流
は限定的であった。

保護・隔離の時代

「尊重し合いながら、ともに生きる」社会への第一歩です。

地域での共生の始まり

35

誰も排除されない社会のデザイン

単に同じ場所にいるだけでなく、多様な人々が共に生き、共に学び、
共に活動する社会を目指す。
障害の有無にかかわらず、誰もが排除されず、多様性を持ったまま社
会の中で生活できる社会の実現。

インクルージョン

バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処する
との考え方であるのに対し、ユニバーサルデザインはあらかじめ、障
害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しや
すいよう都市や生活環境をデザインする考え方に変化している。

ユニバーサルデザイン

※出典：「障害者基本計画」 P.37

36

孤立させない支援

こどもや家族を孤立させず、社会として子育てをしていく観点が重
要となる。

社会としての子育て

これまで、家族だけに責任を負わせてきた歴史がある。
現代では「こどもまんなか」で家族への支援も大切である。

家族支援の重要性
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まとめ

まとめ：科目のおさらい
38

個人の尊厳と価値
過去のあやまちのうえにいまがあり、過去の過ちを繰り返さないよう、
歴史的な変遷を理解したうえで本人主体の人権に配慮した支援を行う。

いわゆる人権モデルに基づく、基本的な権利を擁護し、自己実現を支え
る支援を実践する。

インクルージョンを前提に、家族の負担を軽減し、地域で安心して子育
てができる環境を整える。

こどもへの支援を通じて、地域共生社会の実現に向けた他機関連携を
進めていくことが重要である。

安心できる共生社会へ

参考ガイドライン等・関連書籍紹介
39

◎ こども基本法

◎ こども大綱

◎障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益
の優先考慮の手引き

◎放課後等デイサービスガイドライン

◎児童発達支援ガイドライン

ねらいの確認と振り返りの進め方

本科目のねらい

40

受講後に記入し、先輩や上司と振り返り

先輩や上司との振り返り後に記入

障害のあるこどもや障害者を取り巻く歴史・背景、また、障害の捉え
方、支援の考え方の変化やインクルージョンの推進など、障害児支援
等の歴史的変遷から、障害児支援の意義を理解する。



おつかれさまでした



こども・障害のある
こどもの権利

基礎・実践研修Ⅰ（３）
2

学びの履歴セット

開始前に記入しましょう！ 講義中に記入しましょう！

本科目のねらい

こどもの権利に対する意識を高め、倫理的
な判断に基づく支援を提供するため、こどもの
権利や障害者の権利について基本的な概念
を学び、障害のあるこどもの権利や権利擁護
のために求められる姿勢・合理的配慮等につ
いて理解する。

学びのポイント

支援の基本となる尊厳・人権

こども・障害者の権利

こどもの権利擁護のために求められる姿勢



次目

03

02

01 人権・こどもの権利の基本的な概念

障害者の権利の基本的な概念

障害のあるこどもの権利擁護のために
求められる姿勢

04 合理的配慮とは

6

01

人権・こどもの権利の
基本的な概念

7

権利とは

基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関
する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から
生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大き
な自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること

01

国連憲章 前文（一部抜粋）

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできな
い権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎02

世界人権宣言 前文（一部抜粋）

※出典：国際連合広報センター「世界人権宣言テキスト」を参考に作成
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/

※出典：国際連合広報センター「国連憲章テキスト」を参考に作成
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/

8

世界人権宣言

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊
厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを
授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなけれ
ばならない。

第一条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有
する。

第三条

※出典：国際連合広報センター「世界人権宣言テキスト」を参考に作成
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/
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日本国憲法

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法
が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権
利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十一条（基本的人権）

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十三条（個人の尊重と公共の福祉）

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会
的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
て、差別されない。

第十四条

10

18歳未満の児童（こども）を権利を持つ主体と位置づけ、大人と
同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で
特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めている。

こどもの最善の利益02

こどもの意見の尊重03

生命、生存及び発達
に対する権利

01

差別の禁止04

４つの原則

こどもの権利条約

※出典：「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」 P.2を参考に作成

11

生命、生存及び発達に対する権利

こどもの最善の利益

こどもの意見の尊重

差別の禁止

すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長でき
るよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されること

こどもに直接・間接に関わることが決められ、行われるときは「こどもが一番大
切にしていること・最もよいこと」を第一に、こどもと一緒に考える

こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとな
はその意見をこどもの発達に応じて真剣に受け止め、一緒に考え行動する

すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況
などどんな理由でも差別されず、すべての権利が保障されること

03

02

01

04

※出典：こども基本法プロジェクト「子どもの権利条約」を参考に作成https://kodomokihonhou.jp/rights/

その児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の
意見を表明する権利を確保する

12

生きる権利

守られる権利

育つ権利

参加する権利03

0201

04

４つの柱

こどもの権利条約には多くのこどもの権利が書かれており、
大きく分けると以下の４つの柱となっている。
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こども基本法（６つの基本理念）

年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、
社会のさまざまな活動に参加できること。03

すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護され
る権利が守られ、平等に教育を受けられること。02

すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されない
こと。01

出典：こども家庭庁 「こども基本法」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon

14

家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。06

子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で
育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。05

すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こども
のいまとこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。04

出典：こども家庭庁 「こども基本法」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon

15

こども大綱

すべてのこども・若者が、身体も心も元気に、
周りの人とよい関係で、将来にわたって幸せに生活できる

「こどもまんなか社会」を目指していく

「こどもまんなか社会」の実現は、こども・若者が、尊厳を重んぜ
られ、自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を活かす
ことができるようになることや、こどもを産みたい、育てたいと
考える個人の希望が叶うことにつながり、こどもや若者、子育
て当事者の幸福追求において非常に重要である。

出典：「こども大綱」P.8を参考に作成

16

02

障害者の権利の
基本的な概念
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障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊
厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを
授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなけれ
ばならない。

第一条

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な
障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により
他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを
妨げられることのあるものを含む。

出典：文部科学省 『障害者の権利に関する条約（抄）』「第1条 目的」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1323315.htm

18

障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）一般原則

社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。03

差別されないこと。02

固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立
を尊重すること。01

人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び
障害者を受け入れること。04

出典：『文部科学省 障害者の権利に関する条約（抄）』「第3条 一般原則」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1323315.htm

19

男女の平等07

施設及びサービスの利用を可能にすること。06

機会の均等05

障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童
がその同一性を保持する権利を尊重すること。08

【第七条】
障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利
益が主として考慮されるものとする。

出典：『文部科学省 障害者の権利に関する条約（抄）』「第3条 一般原則」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1323315.htm

20

03

障害のあるこどもの権利を
尊重するために
求められる姿勢
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基本姿勢

障害の有無にかかわらず、権利行使の主体としてこどもの人権
に十分に配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとり
の人格や意見を尊重して支援を行なわなければならない。

✓ こどもをひとりの人間として尊重
✓ 保護者・職員等ではなくこども自身の最善の利益が優先されること
→支援の基本と位置付けられる。

✓ こどもの権利の侵害や不必要な身体拘束等不当な扱いを受けない
✓ 生命・生活が守られ、良い環境の中で育てられることなど
→受動的権利

✓ 知る権利の確保、自己実現・自己決定の実現を目指すことなど
→能動的権利

※出典：「障害児入所施設運営指針」P.3を参考に作成

※出典：「児童発達支援ガイドライン」P.16

22

・こどもの意向を踏まえた支援
・事業所が行う支援の内容について適切に説明
・相談や申入れ等に対し適切に対応

家族との関わり

・地域社会との交流や連携
・地域に向けて事業所が行う支援の内容等の情報を適切に発信

地域との関わり

・支援の内容や役割分担について定期的に点検
・質の向上を図り、安心して支援を受けられるよう、安全管理対策等をおこなう

安心できる環境づくり

→ 保護者の意見や意向を優先・尊重した支援になりやすいが主体
はあくまでもこども

※出典：「放課後等デイサービスガイドライン」 P.15を参考に作成

23

• 適切な情報管理

個人情報の保護

• こども自身が選択し、決定する力を育む支援。

意思・意見の尊重

• 権利擁護を念頭に置き、こどもに不利益のないようにする
→詳細は、（６）障害児支援における虐待防止と基本的理解にて解説

虐待防止

• 「支援してあげる」という発想や、 「できないこと」ばかりに目
を向けるのではなく、こどもが自分の力を感じ、自信を持ち、
本来持っている力を発揮できるサポートすること。

エンパワメント

24

✓ 意思を確認する際は、大人主導の誘導的な関わりになりやす
いことを職員が意識した上で、こどもに確認を行っていく
ことが重要である。

✓ 生活や支援の場でこどもが表現している意思も大切にし、
記録することも重要である。

意思を確認する際の留意点
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04

合理的配慮とは

26

合理的配慮の定義

障害のある人が、障害のない人と同じように社会生活を
送れるよう、個別の状況に応じて行われる調整や変更すること

・こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じ
た合理的な配慮が必要。

・こどもや保護者と対話を重ねる。
・物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が活動を
制限する社会的なバリアとなっているのか。

・それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか。

※出典：「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」 P.3

27

合理的配慮は合理的「環境調整」

事前的環境整備 合理的配慮（環境調整）

不特定多数の障害者が経験す
るであろう社会的障壁を前

もって取り除く

いままさに実際に社会的障壁にぶ
つかった障害者が求める要求へ

の応答

不特定多数への
プロアクティブな対応

個別的かつ
リアクティブな対応

事前的環境整備と合理的配慮は車の両輪

危険

※出典：石川順「第５次障害者基本計画の実施状況の監視に向けての視点」 内閣府 障害者政策委員会資料 P.22を参考に作成

28

合理的配慮の具体例

点字や拡大文字がない 点字や拡大文字がある

騒がしい場所で
パーティションがない

騒がしい場所で
パーティションがある
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まとめ

まとめ：科目のおさらい
30

権利について理解し、こどもを権利行使の主体として捉える

こどもの視点に立ち、意見の尊重・最善の利益の優先考慮を念頭
に支援する

「こどもまんなか」の視点

「できないこと」のみに焦点をあてるのではなく、エンパワメント

を重視する。

エンパワメントの視点

出典ガイドライン等・関連書籍紹介
31

◎障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優
先考慮の手引き

◎障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）

◎こども基本法

ねらいの確認と振り返りの進め方

本科目のねらい

32

受講後に記入し、先輩や上司と振り返り

先輩や上司との振り返り後に記入

こどもの権利に対する意識を高め、倫理的な判断に基づく支援を提供するため、こども
の権利や障害者の権利について基本的な概念を学び、障害のあるこどもの権利や権
利擁護のために求められる姿勢・合理的配慮等について理解する。



おつかれさまでした



障害児支援に従事する
支援者としての
基本姿勢・倫理

基礎・実践研修Ⅰ（４）
2

学びの履歴セット

開始前に記入しましょう！ 講義中に記入しましょう！

本科目のねらい

こども施策及び障害児支援の基本理念に基づき、こども
を権利の主体として、こどもの最善の利益が優先考慮され
るよう支援提供を行うことの重要性を理解する。

また、こどもや家族に対して尊重と共感、肯定的な姿勢・
態度で支援するとともに、こどもの行動だけを捉えず、その背
景にあるものを捉える視点をもち支援することの重要性を理
解する。

学びのポイント

こども施策と障害児支援の基本理念

「こどもの意見の尊重」と
「こどもの最善の利益」

こどもの行動の背景を捉えた支援の理解



次目

01 こども施策及び障害児支援の基本理念

02
障害のあるこどもとその家族とともに
歩むための支援者の基本姿勢

03
こどもを権利の主体として捉える
重要性の再確認

04 こどもの最善の利益を優先考慮する支援

05 こどもの行動の背景を捉えた支援

6

01

こども施策及び
障害児支援の基本理念

7

こども施策及び障害児支援の基本理念

1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、
差別されないこと。

2. すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛
され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けら
れること。

3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに
意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。

こども基本法における
こども施策の6つの基本理念

出典：「こども基本法パンフレット」P.7-8

8

4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が
尊重され、こどものいまとこれからにとって最もよい
ことが優先して考えられること。

5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分
に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同
様の環境が確保されること。

6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつ
くること。

出典：「こども基本法パンフレット」P.7-8

こども基本法における
こども施策の6つの基本理念（続き）
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障害児支援の基本理念

1. 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

2. 合理的配慮の提供

3. 家族支援の提供

4. 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

5. 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

出典：「児童発達支援ガイドライン」P.9-10、「放課後等デイサービスガイドライン」P.8-9
「保育所等訪問支援ガイドライン」P.9-10

こどもの「ウェルビーイング」向上

特性が理解されないことで生じる「二次障害」を予防

10

障害児支援の基本理念

1. 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

2. 合理的配慮の提供

3. 家族支援の提供

4. 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

5. 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

こどもの「ウェルビーイング」向上

特性が理解されないことで生じる「二次障害」を予防

出典：「児童発達支援ガイドライン」P.9-10、「放課後等デイサービスガイドライン」P.8-9
「保育所等訪問支援ガイドライン」P.9-10

11

障害児支援の基本理念

1. 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

2. 合理的配慮の提供

3. 家族支援の提供

4. 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

5. 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

こどもの「ウェルビーイング」向上

特性が理解されないことで生じる「二次障害」を予防

出典：「児童発達支援ガイドライン」P.9-10、「放課後等デイサービスガイドライン」P.8-9
「保育所等訪問支援ガイドライン」P.9-10

12

障害児支援の基本理念

1. 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

2. 合理的配慮の提供

3. 家族支援の提供

4. 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

5. 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

こどもの「ウェルビーイング」向上

特性が理解されないことで生じる「二次障害」を予防

出典：「児童発達支援ガイドライン」P.9-10、「放課後等デイサービスガイドライン」P.8-9
「保育所等訪問支援ガイドライン」P.9-10
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障害児支援の基本理念

1. 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

2. 合理的配慮の提供

3. 家族支援の提供

4. 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

5. 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

こどもの「ウェルビーイング」向上

特性が理解されないことで生じる「二次障害」を予防

出典：「児童発達支援ガイドライン」P.9-10、「放課後等デイサービスガイドライン」P.8-9
「保育所等訪問支援ガイドライン」P.9-10

14

「こども」の定義

• こども基本法において、「こども」とは心身の発達の過程にある
者をいう。

• こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポート
がとぎれないよう、心と身体の発達の過程にある人を「こども」
としている。

• こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて、社会で幸
せに暮らしていけるよう、支えていくのが「こども基本法」。

出典：「こども基本法パンフレット」P.6

15

02

障害のあるこどもと
その家族とともに歩むための

支援者の基本姿勢

16

✓ 全国共通の枠組みとして研修を進めていくにあたり、
整理された考え方

✓ こどもとその家族、支援者が互いを尊重した
対話的な関係であるという視点

✓ 事業所や地域を問わず、障害のあるこどもと
その家族に関わる全ての支援者の共通の考え方

こども・若者ヒアリング及び子育て当事者ヒアリングに
おけるご意見も踏まえたものになっている

「障害のあるこどもとその家族とともに歩むための支援者の基本姿勢」とは？

障害のあるこどもとその家族とともに歩むための支援者の基本姿勢

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.3-4
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障害のあるこどもとその家族とともに歩むための
支援者の基本姿勢

1. 尊重し合いながら、ともに生きる

2. 想いに寄り添い、ともに支え合う

3. 支援をともにつくる

4. 安心できる場をともに育てる

5. ともに学び合い、ともに育ち合う

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.3-4

18

障害のあるこどもとその家族とともに歩むための
支援者の基本姿勢

1. 尊重し合いながら、ともに生きる

2. 想いに寄り添い、ともに支え合う

3. 支援をともにつくる

4. 安心できる場をともに育てる

5. ともに学び合い、ともに育ち合う

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.3-4

19

障害のあるこどもとその家族とともに歩むための
支援者の基本姿勢

1. 尊重し合いながら、ともに生きる

2. 想いに寄り添い、ともに支え合う

3. 支援をともにつくる

4. 安心できる場をともに育てる

5. ともに学び合い、ともに育ち合う

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.3-4

20

こどもたちの発言から見えてきたもの・・・

褒めてくれる、安心できる、
信頼できる、大人や仲間がいれば、
それが土台となって、「頑張りたい」と
いう気持ちになります。

こどもの発達や特性などの
専門的な知識や経験で、
サポートしてほしいです。

みんなで楽しめる遊びや
体験活動、イベントを
考えてほしいです。

遊びを通じて、こども同士が
つながることを見守って
ほしいです。

日常的に対話を重ね、こどもの
気持ちに寄り添いながら、
一人ひとりを大切な存在として
支えてほしいです。

当事者ヒアリングでのご意見

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.36-37を参考に作成
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支援者等のみなさんと協力しながら、
多くの理解者とともに子育てを進めて
いきたいと思っています。

こどもを一人の大切な存在として尊重し、
こどもを理解し、一人ひとりの特性等に
合わせた、安心できる支援を
していただきたいです。

子育て当事者の方々の発言から見えてきたもの・・・

家族の想いや背景等も理解するとともに、
丁寧に情報を共有しながら、こども、
家族とともに支援を進めてほしいです。

出典：「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」P.36-37を参考に作成

22

対人援助職の特性とチーム対応の重要性

• 支援者自身が抱えているものがこどもに向かってしまう
ことがある。
自分自身の育ちを通じて培われた価値観が、
こどもや家族との関わりに影響することも。
ただし、それ自体が悪いことではない！
・・・「こんな状況で、こう感じる自分がいるんだ」

• イライラしたり、困ったことがあれば、まずは周囲の職員に
相談！
「チーム」として対応する。

23

03

こどもを権利の主体として
捉える重要性の再確認

24

障害の有無にかかわらず、権利行使の主体としてこどもの人権
に十分に配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとり
の人格や意見を尊重して支援を行なわなければならない。

・こどもが独立した一人の人間として尊重
・保護者・職員等ではなくこども自身の最善の利益が優先されること
→支援の基本と位置付けられる。

・こどもの権利の侵害や不必要な身体拘束等不当な扱いを受けない
・生命・生活が守られ、良い環境の中で育てられることなど

→受動的権利
・知る権利の確保、自己実現・自己決定の実現を目指すことなど

→能動的権利

障害のあるこどもの権利を尊重するために求められる姿勢（再確認）

※出典：「障害児入所施設運営指針」P.3を参考に作成

※出典：「児童発達支援ガイドライン」P.16
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障害のあるこどもも含め

全てのこどもが権利の主体であることを

認識する

26

04

こどもの最善の利益を
優先考慮する支援

27

（第三条 四）全てのこどもについて、その年齢及び発達の程
度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し
て考慮されること。

こども基本法

４．全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重
され、こどものいまとこれからにとって最もよいことが優先
して考えられること。

こども施策の基本理念

こどもの最善の利益の優先考慮
28

18歳未満の児童（こども）を権利を持つ主体と位置づけ、大人
と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の
過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定
めている。

「子どもの権利条約」４つの原則

こどもの権利条約

※出典：「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」P.2
日本ユニセフ協会ホームページ「子どもの権利条約の考え方」（https://www.unicef.or.jp/crc/principles/）を参考に作成

生命、生存及び
発達に対する権利

子どもの意見の尊重

子どもの最善の利益

差別の禁止
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ぼく、本当は…

「こどもの最善の利益の優先考慮」の考え方

「こどものために」「よかれと思って」 その前に！

あくまでも主体は「こども」自身
こどもがどうしたいか、

こどもがどうなりたいかを出発点に

＊ただし、こどもの発達にとって明らかに不利益だと
考えられる場合は、周りの大人が抑止しなければならない

こどもの最善の利益の優先考慮
30

支援場面における「こどもの最善の利益の優先考慮」

障害児支援事業所・施設においては、こどもの意見の尊重と
最善の利益の優先考慮の下での個別支援計画の作成*や
個別支援会議の実施、支援の提供が求められている。

*科目（７）で学びます。

出典：「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」P.3

31

出典：「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」P.3-5

こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の
実現に向けたプロセス

32

05

こどもの行動の背景を
捉えた支援


